
事後審査型一般競争入札の執行について(通常発注案件) 

  

座光寺地区有害鳥獣対策協議会が発注する建設工事について一般競争入札を執行するので、地

方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の６の規定により、次のとおり公告する。 

 

平成 30 年 12 月６日 

座光寺地区有害鳥獣対策協議会 

会長 本庄 良雄 

１ 入札対象工事 

発注方式（形態） 通常発注方式（後注参照） 契約番号  

工事名 平成 30 年度上郷・座光寺地区侵入防止柵設置工事 

工事箇所 飯田市座光寺８番地１ほか 

工事概要 工事延長 Ｌ＝1,185ｍ 侵入防止柵設置 Ｌ＝1,185ｍ 

簡易門扉（Ｗ＝1.0ｍ）15 基  簡易門扉（Ｗ＝2.0ｍ）2 基 

簡易門扉（Ｗ＝2.5ｍ）2 基   強化門扉（Ｗ＝4.0ｍ）1 基 

工期 平成 30 年 12 月 18 日から平成 31 年３月 10 日まで 

その他  

 

２ 入札参加に必要な資格要件 

  入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

要件項目 内容 

工事種別 土木一式 

事業所の所在地 飯田市内に本店を有する者 

配置技術者 配置関係 (1) 本件工事の対象業種における建設業法第26条に規定する技

術者を配置できること。この場合、監理技術者にあっては、

当該対象業種に係る監理技術者証の交付を受けており、かつ、

監理技術者講習を受けている者であること。 

なお、平成16年２月29日以前に交付された監理技術者資格

者証を所持している者については、監理技術者講習を受講し

ているものとみなす。 

(2) 配置する技術者は、本件入札日以前３か月以上の雇用関係

を必要とする。 

工事経験 要件設定なし 

施工実績 要件設定なし 

建設業許可 対象業種における、特定又は一般建設業の許可を有すること。 

参加企業形態 単独企業（単体企業による施工） 

その他 飯田市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成 25 年飯田市告示

第 97 号。以下「要綱」という。)第３条が規定する要件を満た

している者であること。 

 



３ 入札の手続 

区分 期間、期日、期限等 場所及び提出先 

入札参加申請 平成30年12月６日（木）９時00分から 

平成30年12月10日（月）15時00分まで 

ＪＡみなみ信州 座光寺事業所 

設計図書の閲覧 平成30年12月６日（木）９時00分から 

平成30年12月10日（月）15時00分まで 

ＪＡみなみ信州 座光寺事業所 

座光寺地域自治会ホームページ 

金抜設計書・ルート図詳細については

ＪＡみなみ信州座光寺事業所にて 

閲覧 

設計図書への質問の受付 平成30年12月６日（木）９時00分から 

平成30年12月11日（火）15時00分まで 

ＪＡみなみ信州 座光寺事業所 

（注）提出方法は、質問書の持参又は FAX による。 

設計図書への質問の回答 平成30年12月12日（水）13時00分以降 入札参加者に FAXで回答 

現場説明 なし なし 

開札日時 平成30年12月18日（火）10時00分 ＪＡみなみ信州 座光寺事業所 

応札執行回数 入札回数３回 見積回数３回 

最低制限価格 設定なし 

低入札価格調査基準価格 設定なし 

 ※入札参加申請、設計図書の閲覧及び質問書の持参については土日を除く 

 

４ 入札参加資格要件確認書類の提出 

 (1) 入札参加申請時提出書類 

   飯田市事後審査型一般競争入札参加申請書 ２部 

   契約に係る指名停止等に関する申立書 １部 

 (2) 開札時提出書類 

   落札候補者は、開札終了直後、協議会に次の書類を提出するものとする。 

  ア 配置技術者決定届 １部 

  イ 技術検定合格証明書又は監理技術者資格者証（表裏両面）の写し １部 

   (ｱ) 技術者検定合格証明書提出の場合の添付証明書 １部 

     技術者の当該工事の入札日以前３か月以上の雇用関係が確認できるもの（健康保険証

の写しその他の証明書） 

   (ｲ) 監理技術者資格者証提出の場合の添付証明書 １部 

     平成 16 年３月１日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者にあっては、監理技術

者講習修了証又は監理技術者講習修了証明書の写し 

 

５ 入札事項 

 (1) 入札執行関係 

入札の中止 入札参加者がいない場合は、入札を中止する。 

入札書の無効 飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第７号。以下「財務規則」という。)

第110条及び要綱第17条に該当する入札は無効とする。 

入札保証金 免除。ただし、入札保証金免除非適用告知書で納入免除適用除外とされてい



る者は、同告知書で指定する期間、見積り契約金額の 100 分の５以上を入札

前に納入するものとする。 

契約保証金 免除 

前払金 なし 

中間前払金 なし 

部分払金 適用あり 

その他  

 

 (2) 入札額 

   落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する額を

加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもっ

て落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

(3) 工事費内訳書の提出 

ア 第１回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額(以下「入札価格」という。)に対

応した工事費内訳書を提出すること。ただし、当該工事費内訳書の積算価格(以下「内訳書

価格」という。)と入札価格の差が１万円未満である場合は、入札価格と内訳書価格が一致

するものとして、有効な入札書として扱う。 

イ 工事費内訳書の様式は、設計図書の本工事費内訳書までの内訳金額の明らかなもので、

次に掲げるいずれかの形式により作成するものとする。 

 (ｱ) 設計図書(いわゆる「金抜設計書」をいう。)のうち工事費内訳書に単価及び金額を記

載したもの 

(ｲ) 前記(ｱ)と同様の項目が含まれる独自様式によるもの 

ウ 一度提出された工事費内訳書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 

エ 工事費内訳書は、入札及び契約に関する設計図書ではないため、直ちに契約変更の対象

とはならない。 

 

６ 落札者の決定方法 

  予定価格の制限の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った入札者から順次審査し、

最初に入札要件を満たす有効な最低の価格の入札をした落札候補者を落札者とする。ただし、

落札候補者が当該開札日時から落札者の決定までの間に、公告に示すいずれかの入札参加資格

要件を満たさないことが判明したときは、その者の入札を無効とする。 

 

７ 落札者の決定及び通知 

(1) 落札者の決定は、原則として開札日の翌翌日(休日を除く)の 15時までに行い、当該落札者

に FAXにより連絡し、契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。 

(2) 落札候補者が当該要件を満たしていない場合は、当該落札候補者に対してその旨を通知す

ると同時に、次順位の落札候補者に配置技術者決定届の提出を求めるものとする。 

 



８ その他の事項 

  本工事は、入札公告記載事項のほか、財務規則及び要綱に基づき実施するものとする。 

 

９ 座光寺地域自治会ホームページでの情報提供 

  本工事の入札に関する情報は、座光寺地域自治会ホームページ（http://zakoji.jp/）に掲載

するものとする。 

 

10 問い合わせ先 

  〒399-2222 飯田市座光寺 3524 

  ＪＡみなみ信州 座光寺事業所 

  電話 0265-22-7400 FAX 0265-52-2741 

 

後注発注方式（形態） 

通常発注方式 単一工事として発注し、単一契約する一般的な発注方法 

一括発注方式 同一現場内で同一時期の複数の工事であって、同一工事として発注すること

が困難である工事について、それぞれの設計金額を合わせ一つの案件とみな

して発注する方法 

分離発注方式 専門職種又は専門工種に分けて発注する方法。あるひとつの工事をその工事

の各種構成部分に分離して技術的専門分野に分業的に発注するもので、例え

ば、水道や電気などの設備工事(電気設備、空調設備等)を建築工事から切り

離し、設備業者に直接発注する方法 

 


